
 
 

保安規定改正に伴い追加する教育訓練の範囲について 

 

保安規定に基づく教育訓練は「保安教育」「一般教育（訓練）」に区分される。以下

にその概要を示す。 

 

１．保安教育 

保安教育を通して、安全が最優先される企業風土を育て、かつ定着化を図る観点から、

発電所業務に従事する者に対して、保安教育を実施している。 

具体的には、各所員自らが職務に直結する又は関連する知識の習得を目的とした基礎

的、基本的な教育と位置付け、「所員への保安教育実施方針」で定める入所時に実施す

る教育、放射線業務従事者教育、その他反復教育を実施している。 

今回、追加・変更する保安教育は下表のとおり。 

今回追加・変更する保安教育 

保安規定 教育項目注１） 頻度注２） 

そ 

の 

他 

反 

復 

教 

育 

非常の場

合に講ず

べき処置 

に関する

こと 

緊急事態応急対策

等、原子力防災対策

活動に関すること 

○原子力防災教育（既存） 

○緊急事態応急対策活動に関する教育

（従来内容を充実） 

1 回/年以

上 

火災発生時の措置

に関すること 

○火災防護教育（新規） 1 回/年以

上 

内部溢水発生時の

措置に関すること 

○内部溢水発生時の対応に関する教育

（新規） 

1 回/年以

上 

火山影響等発生時の

措置に関すること 
○火山影響等及び積雪に関する教育（新

規） 
1 回/年以

上 
その他自然災害（地

震、津波、竜巻等）

発生時の措置に関

すること 

○地震発生時の対応に関する教育（新規） 

○津波発生時の対応に関する教育（新規） 

○竜巻発生時の対応に関する教育（新規） 

1 回/年以

上 

有毒ガス発生時の

措置に関すること 

◯有毒ガス発生時の対応に関する教育

（新規） 

1 回/年以

上 

重大事故等発生時

及び大規模損壊発

生時における原子

炉施設の保全のた

めの活動に関する

こと 

○重大事故等発生時及び大規模損壊発生

時の対応に関する教育（新規） 

1 回/年以

上 

注１） 教育名称は、社内マニュアルで定める。 
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保安教育（保安規定 第１１８条）として整理する教育と関連条項との対応表 

 
保安教育項目 内容（保安規定 表118） 頻 度 設置許可基準規制の関連条項 その他の保安規定の関連条項 

既存 

原子力防災教育  

「原子力防災体制及び 

組織に関する知識」「シビ 

アアクシデントに関する 

知識」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常の場合に構 

ずべき処置に関 

すること※ 

 

 

 

 

緊急事態応急対策等、 

原子力防災対策活動に 

関すること 

 

 

1 回 / 年 

以上 
－ － 

 

第17条の7 

第17条の8  

（添付3) 

 

重大事故等発生時の体制の整備  

大規模損壊発生時の体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規 

 

 

緊急事態応急対策活動に 

関する教育 

 

1 回 / 年 

以上 

 

第7、24、35条 

 

人の不法な侵入等の防止、安全保護回路、

通信連絡設備 
－ － 

重大事故等発生時の対応

に関する教育 

重大事故等発生時及び大

規模損壊発生時における 

原子炉施設の保全のた 

めの活動に関すること 

1 回 / 年 

以上 
－ － 

第17条の7 

（添付3） 
重大事故等発生時の体制の整備 

大規模損壊発生時の対応 

に関する教育 

1 回 / 年 

以上 
－ － 

第17条の8  

（添付3） 
大規模損壊発生時の体制の整備 

火災防護教育 
火災発生時の措置に関 

すること 

1 回 / 年 

以上 
第6、8、9、41条 

外部火災、内部火災、内部溢水、ＳＡ 

火災 

第17条  

（添付2） 
火災発生時の体制の整備 

内部溢水発生時の対応に 

関する教育 

内部溢水発生時の措置 

に関すること 

1 回 / 年 

以上 
第9条 内部溢水 

第17条の2  

（添付2） 
内部溢水発生時の体制の整備 

火山影響等及び積雪に関

する教育 

火山影響等発生時の措置 

に関すること 

1 回 / 年 

以上 
第6条 火山、積雪 

第17条の3  

（添付2） 
火山影響等発生時の体制の整備 

地震発生時の対応に関す 

る教育 

その他自然災害（地 

震、津波、竜巻等）発生

時の措置に関すること 

1 回 / 年 

以上 
第4条 地震 

第17条の4  

（添付2） 

その他自然災害発生時等の体制の

整備 

津波発生時の対応に関す 

る教育 

1 回 / 年 

以上 
第5条 津波 

第17条の4  

（添付2） 

その他自然災害発生時等の体制の

整備 

竜巻発生時の対応に関す 

る教育 

1 回 / 年 

以上 
第6条 竜巻 

第17条の4  

（添付2） 

その他自然災害発生時等の体制の

整備 

有毒ガス発生時の対応に

関する教育 

有毒ガス発生時の措置に

関すること 

1 回 / 年 

以上 
第6条 有毒ガス 

第17条の5 

（添付2） 

有毒ガス発生時の体制の整備 

※：運転員のみを対象とした保安教育は、「異常時対応（現場機器対応）、異常時対応（中央制御室内対応）、異常時対応（指揮、状況判断）」として実施する。 
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教育訓練の整合表 

１２ 

、. 
保安規定記載事項 区分 教育項目 教育

訓練 実施する教育訓練内容 
原子炉設置変更許可申請書 

設置許可基準規則
の関連条項 頻度 

対象者 
添付
書類 記載内容（概要） 所員 請負会社

従業員 
（火災発生時の体制の整備） 

第１７条 〔７号炉〕 

防災安全ＧＭは，火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における原子

炉施設の保全のための活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定

し，所長の承認を得る。また，計画は，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響

等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従い策定する。 

（３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練

に関すること 

※１：消防機関への通報，消火又は延焼の防止その他公設消防隊が火災の現場に到

着するまでに行う活動を含む。また，火災の発生防止，火災の早期感知及び消

火並びに火災による影響の軽減に係る措置を含む（以下，本条において同じ）。 

 

 

添付２ 

【火災】 

１．３ 教育訓練の実施 

防災安全ＧＭは，火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）火災防護教育 

全所員に対して，以下の教育訓練を実施する。また，消防車隊に対して，以下の

教育訓練が実施されていることを確認する。 

ア．原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物，

系統及び機器並びに重大事故等対処施設の機能を火災から防護することを目的

として，火災から防護すべき機器等の火災の発生防止，火災の感知及び消火並び

に火災の影響軽減のそれぞれを考慮した対策に関する教育訓練 

イ．安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の教育訓練 

（ア）外部火災発生時の予防散水に関する教育訓練 

（イ）外部火災によるばい煙発生時及び有毒ガス発生時における外気取入ダンパの

閉止，換気空調系の停止又は中央制御室の再循環運転により，建屋内へのばい

煙及び有毒ガスの侵入を防止することについての教育訓練 

（ウ）森林火災から外部事象防護対象施設を防護するための防火帯の点検等に係る 

教育訓練 

（エ）近隣の産業施設の火災・爆発から外部事象防護対象施設を防護するために，

離隔距離を確保すること等の火災防護に関する教育訓練 

ウ．火災が発生した場合の消火活動及び内部溢水を考慮した消火活動に関する教育 

訓練 

（２）自衛消防隊による総合訓練 

自衛消防隊に対して，火災発生時における消火活動等に関する総合的な訓練を実 

施する。また，消防車隊に対して，同内容の訓練が実施されていることを確認す 

る。 

（３）運転員に対する教育訓練 

運転員に対して，火災発生時の運転操作等の教育訓練を実施する。 

（４）消防訓練（防火対応） 

消火要員に対して，火災発生時における初期消火活動に関する訓練を実施する。

また，消防車隊に対して，同内容の訓練が実施されていることを確認する。 

 

 

 

表 118-1 所員への保安教育実

施方針（総括表）  

大分類：その他反復教育  

中分類：非常の場合に講ずべき

処置に関すること  

内容：火災発生時の措置に関す

ること 

保安 火災防護教育 教育 

【外部火災】 
・中央制御室へのばい煙等の浸入阻止・防

火帯の維持・管理、近隣の産業施設からの

隔離距離の確保、予防散水活動 
 
 
【内部火災・SA 火災】 
・火災防護に関する知識の習得 
・自衛消防隊・公設消防への通報等 
・内部火災発生時の措置 

八 

1.8.10 外部火災防護に関する基本方針 

1.8.10.3 手順等 

(6) 外部火災による中央制御室へのばい煙等の侵入阻止に係る教育を定期的に実施する。 

(7) 森林火災から評価対象施設を防護するための防火帯の点検等に係る火災防護に関する教育を定期的に実施する。 

(8) 近隣の産業施設の火災・爆発から評価対象施設を防護するために，離隔距離を確保すること等の火災防護に関す

る教育を定期的に実施する。 

(9) 外部火災発生時の予防散水に必要な消火対応力を維持するため，自衛消防隊を対象とした教育・訓練を定期的に

実施する。 

第６条 外部火災 

１回／

年以上 
全所員 

消防車隊 
(東電フュエ

ル) 

10.5.1 設計基準対象施設 

10.5.1.7 手順等 

(13)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防

護することを目的として，以下のとおり教育及び訓練を定め，これを実施する。 

a. 防火・防災管理者及びその代行者は，消防機関が行う講習会及び研修会等に参加する。 

c. 所員に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮し，火災防護関連

法令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃物及び火気作業に関する運営管理，危険物（液体，気体）

の漏えい又は流出時の措置に関する教育を行うことを定める。 第８条 
第４１条 

内部火災 
ＳＡ火災 10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.7 手順等 

(11)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的と

して，以下のとおり教育・訓練を定め，これを実施する。 

a. 防火・防災管理者及びその代行者は，消防機関が行う講習会及び研修会等に参加する。 

c. 所員に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火を考慮し，火災防護関連法令・規程類等，火災発生時にお

ける対応手順，可燃物及び火気作業に関する運営管理，危険物（液体，気体）の漏えい・流出時の措置に関する教

育を行うことを定める。 

・内部溢水を考慮した消火活動 

1.7 溢水防護に関する基本方針 

1.7.7 手順等 

(11)溢水防護対象設備に対する消火水の影響を最小限にとどめるため，消火活動における運用及び留意事項と，それ

らに関する教育について「火災防護計画」に定める。 

第９条 内部溢水 

 
 

一般 
自衛消防隊に

よる総合訓練 
訓練 

【外部火災・内部火災・SA 火災】 
・消火活動 
・自衛消防隊・公設消防への通報等 
 

10.5.1 設計基準対象施設 

10.5.1.7 手順等 

(13)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防

護することを目的として，以下のとおり教育及び訓練を定め，これを実施する。 

b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。 第８条 
第４１条 

内部火災 
ＳＡ火災 

１回／

年以上 
自衛消防隊 

消防車隊 
(東電フュエ

ル) 
10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.7 手順等 

(11)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的と

して，以下のとおり教育・訓練を定め，これを実施する。 

b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。 

一般 消防訓練 訓練 ・初期消火活動に関する訓練 

10.5.1 設計基準対象施設 

10.5.1.7 手順等 

(13)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防

護することを目的として，以下のとおり教育及び訓練を定め，これを実施する。 

b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。 第８条 
第４１条 

内部火災 
ＳＡ火災 

１回／

年以上 
自衛消防隊 

消防車隊 
(東電フュエ

ル) 
10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.7 手順等 

(11)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的と

して，以下のとおり教育・訓練を定め，これを実施する。 

b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。 

一般 消防訓練 訓練 ・内部溢水を考慮した消火活動 

1.7 溢水防護に関する基本方針 

1.7.7 手順等 

(11)溢水防護対象設備に対する消火水の影響を最小限にとどめるため，消火活動における運用及び留意事項と，それ

らに関する教育について「火災防護計画」に定める。 

第９条 内部溢水 
１回／

年以上 
運転員 － 

一般 
消防訓練 

（防火対応） 
訓練 

【外部火災・内部火災・SA 火災】 
・予防散水活動 

1.8.10 外部火災防護に関する基本方針 

1.8.10.3 手順等 

(9) 外部火災発生時の予防散水に必要な消火対応力を維持するため，自衛消防隊を対象とした教育・訓練を定期的に

実施する。 

第６条 外部火災 
１回／

年以上 

運転員を除

く自衛消防

隊 

消防車隊 
(東電フュエ

ル) 

表 118-1 所員への保安教育実

施方針（総括表）  

大分類：その他反復教育  

中分類：原子炉施設の運転に関

すること  

小分類：運転管理 

内容：異常時対応（現場機器対

応、中央操作室内対応、指揮、

状況判断） 

保安 
運転員に対す

る訓練 
訓練 

【外部火災】 
・外気取入ダンパ閉、換気空調系の停止、

中央制御室換気空調系の再循環運転 

1.8.10 外部火災防護に関する基本方針 

1.8.10.3 手順等 

(6) 外部火災による中央制御室へのばい煙等の侵入阻止に係る教育を定期的に実施する。 

第６条 外部火災 

１回／

年以上 
運転員 － 【内部火災・SA 火災】 

・通報、所内周知、各事象（原子炉格納容

器内における火災発生時の対応含む）に応

じた消火、プラント停止運転操作に関する

こと 

10.5.1 設計基準対象施設 

10.5.1.7 手順等 

(4)原子炉格納容器内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。 

a. 原子炉格納容器内の火災の早期感知及び消火を図るために，低温停止中，起動中の火災発生に対する消火戦略を

整備し，訓練を実施する。 

(7)火災発生時の消火戦略を整備し、訓練を実施する。 

(13)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防

護することを目的として，以下のとおり教育及び訓練を定め，これを実施する。 

b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。 第８条 
第４１条 

内部火災 
ＳＡ火災 10.5.2 重大事故等対処施設 

10.5.2.7 手順等 

(4)原子炉格納容器内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。 

a. 原子炉格納容器内の火災の早期感知及び消火を図るために，低温停止中，起動中の火災発生に対する消火戦略を

整備し，訓練を実施する。 

(7)火災発生時の消火戦略を整備し、訓練を実施する。 

(11)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的と

して，以下のとおり教育・訓練を定め，これを実施する。 

b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。 
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火災・内部溢水・その他自然災害の教育訓練 

保安規定 条文

(抜粋) 

保安規定 添付２（教育訓練の実施） 教育訓練 実施する教育訓練の内容 

第 １７ 条（火

災発生時の体

制の整備） 

〔７号炉〕 

(3) 火災発生

時における

原子炉施設

の保全のた

めの活動を

行う要員に

対する教育

訓練 

１ 火災 

１．３ 教育訓練の実施 

防災安全ＧＭは，火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実

施する。 

（１）火災防護教育 

全所員に対して，以下の教育訓練を実施する。また，消防車隊に対して，

以下の教育訓練が実施されていることを確認する。 

ア．原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有す

る構築物，系統及び機器並びに重大事故等対処施設の機能を火災から防

護することを目的として，火災から防護すべき機器等の火災の発生防

止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した対

策に関する教育訓練 

イ．安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の教育訓練 

（ア）外部火災発生時の予防散水に関する教育訓練 

（イ）外部火災によるばい煙発生時及び有毒ガス発生時における外気取

入ダンパの閉止，換気空調系の停止又は中央制御室の再循環運転によ

り，建屋内へのばい煙及び有毒ガスの侵入を防止することについての

教育訓練 

（ウ）森林火災から外部事象防護対象施設を防護するための防火帯の点

検等に係る教育訓練 

（エ）近隣の産業施設の火災・爆発から外部事象防護対象施設を防護す

るために，離隔距離を確保すること等の火災防護に関する教育訓練 

ウ．火災が発生した場合の消火活動及び内部溢水を考慮した消火活動に

関する教育訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育 

・中央制御室へのばい煙等

の浸入阻止・防火帯の維

持・管理、近隣の産業施

設からの隔離距離の確

保、予防散水活動 

・自衛消防隊・公設消防へ

の通報等 

・火災防護に関する知識の

習得 

・内部火災発生時の措置 

・内部溢水を考慮した消火

活動 

(2) 自衛消防隊による総合訓練 

自衛消防隊に対して，火災発生時における消火活動等に関する総合的な

訓練を実施する。また，消防車隊に対して，同内容の訓練が実施されてい

ることを確認する。 

 

 

訓練 

・消火活動 

・自衛消防隊・公設消防へ

の通報等 

(3) 運転員に対する教育訓練 

運転員に対して，火災発生時の運転操作等の教育訓練を実施する。 

 

 

訓練 

・通報、所内周知、各事象（原

子炉格納容器内における

火災発生時の対応含む）に

応じた消火、プラント停止

運転操作に関すること 

・外気取入ダンパ閉、換気空

調系の停止、中央制御室換

気空調系の再循環運転 

(4) 消防訓練（防火対応）  

消火要員に対して，火災発生時における初期消火活動に関する訓練を実

施する。また，消防車隊に対して，同内容の訓練が実施されていることを

確認する。 

 

訓練 

・初期消火活動に関する訓練 

 

 

 

教育訓練補足説明資料１２（１/３） 

コメントNo.37　回答資料⑫

67


